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３．生活科学部食物健康科学科の進級要件に関する規程

　この規程は、本学学則第１８条第１項６ ）に基づき、生活科学部食物健康科学科の進級要件を定めるもの

である。

１．進級要件の設定年次

　　２年次から３年次への進級について要件を設ける。

２．進級要件の内容

　　３年次に進級するためには、２年以上在学し、学科科目（必修科目）について未修得の単位が１０単位

未満でなければならない。未修得単位が１０単位以上の者は留年者とし、２年次とする。

３．その他

　　この規程に定めるもののほか、必要な事項は生活科学部教授会が定める。

４．規程の改定

　　この規程の改定は、生活科学部教授会の議を経て行なう。

附　則

　１．この規程は、２０１４年４月１日から施行する。

　２．この規程は、２０１５年４月１日から施行する。

　３．この規程は、２０１６年４月１日から施行する。

　　　ただし、２０１４年度入学生から適用される。

　４．この規程は、２０１７年４月１日から施行する。

　５．この規程は、２０２０年４月１日から施行する。

　６．この規程は、２０２１年４月１日から施行する。
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